
変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年10月29日 Ⅰ－１－②

（略）

なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号
カードの交付」に係る事務については、行政手
続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律に規定する個人番号、
個人番号カード、特定個人情報の提供等に関
する （平成２６年１１月２０日総務省令第８
５号）第３５条（個人番号通知書、個人番号
カード関連事務の委任）により機構に対する事
務の一部の委任が認められている。
そのため、当該事務においては、事務を委任
する機構に対する情報の提供を含めて特定
個人情報ファイルを使用する。

（略）

なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号
カードの交付」に係る事務については、行政手
続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律に規定する個人番号、
個人番号カード、特定個人情報の提供等に関
する （平成２６年１１月２０日総務省令第８
５号）第３５条（個人番号通知書、個人番号
カード関連事務の委任）により機構に対する事
務の一部の委任が認められている。
そのため、当該事務においては、事務を委任
する機構に対する情報の提供を含めて特定
個人情報ファイルを使用する。

事後 誤記修正のため

令和7年10月29日 Ⅰ－４

番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（特定個人情報）に「住民票関係情
報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、９、１１、
１６、１８、２０、２１、２３、２７、３０、３１、３４、３
５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、５３、５４、５
７、５８、５９、６１、６２、６６、６７、７０、７４、７
７、８０、８４、８５の２、８９、９１、９２、９４、９６、
９７、１０１、１０２、１０３、１０５、１０６、１０７、１
０８、１１１、１１２、１１３、１１４、１１６、１１７、１
２０の項）

（別表第二における情報照会の根拠）
なし
（住民基本台帳に関する事務において情報提
供ネットワークシステムによる情報照会は行
わない）

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供
の制限）及び

（
における情報提供の根拠）

：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第四欄（ 特定個人情報）に「住民票関
係情報」が含まれる項
（

の項）

（
における情報照会の根拠）

：なし
（住民基本台帳に関する事務において情報提
供ネットワークシステムによる情報照会は行
わない）

事後 法令改正に伴う変更

令和7年10月29日 Ⅳ－８ なし 事後
評価書様式変更（項目新設）
による変更

省令 命令

同号に基づく主務省令第２条の
表

番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２
条の表

利用

１、２、３、５、７、１１、１３、１５、２０、２８、３７、
３９、４８、５３、５７、５８、５９、６３、６５、６６、６
９、７３、７５、７６、８１、８３、８４、８６、８７、９
１、９２、９６、１０６、１０８、１１０、１１２、１１５、
１１８、１２４、１２９、１３０、１３２、１３６、１３７、
１３８、１４１、１４２、１４４、１４９、１５０、１５１、
１５２、１５５、１５６、１５８、１６０、１６３、１６４、
１６５、１６６

番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２
条の表

人為的ミスが発生するリスクへの対策は十分
か

【特に力を入れている】

【判断の根拠】
特定個人情報の入手から保管・廃棄までのプ
ロセスで、人手が介在する局面ごとに人為的
ミスが発生するリスクへの対策を講じている。
・窓口における届出や証明書交付時の本人確
認を厳格に行うとともに、、市外転入時には、
転出証明書の記載内容も併せて確認を行う。
・既存住基システムに入力した特定個人情報
の内容に相違がないか、確定前に必ず審査を
行う。
・住民からの届書等は、入力・審査が完了した
ら、鍵付の書庫に保管する。


